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議案第５１号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年１２月１４日に議決を経て締結した工事請負契約（旧小田原市民会館解体撤

去工事）の内容の一部を次のように変更したいので、議会の議決を求める。 

 

「工    期  契約に定める日から令和６年８月３０日まで」を 

「工    期  契約に定める日から令和６年１０月３１日まで」とする。 

 

  令和 ６ 年 ６ 月１０日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一 

 


